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令
和
７
年
度
か
ら
農
地
の
貸
借
、

売
買
の
制
度
が
大
き
く
変
わ
り

ま
す

　

法
改
正
に
よ
り
、
令
和
７
年
３
月
末

を
も
っ
て
、
現
在
の
農
用
地
利
用
集
積

計
画（
利
用
集
積
事
業
）に
よ
る
農
地
の

貸
借
、
売
買
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
農

用
地
利
用
集
積

等
促
進
計
画（
農

地
中
間
管
理
事

業
）に
よ
る
農
地

の
貸
借
、
売
買

（
※
）の
制
度
に

移
行
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

（
た
だ
し
、
令
和
７
年
４
月
以
降
も
農

地
法
第
３
条
許
可
に
よ
る
手
法
は
引
き

続
き
利
用
可
能
で
す
。）

◦
農
地
中
間
管
理
事
業
と
は
？

　

農
地
中
間
管
理
機
構（
公
益
財
団
法

人
愛
知
県
農

業
振
興
基
金
）

が
所
有
者
か
ら

農
地
を
借
り

受
け
、
耕
作
者

に
貸
し
付
け
る

事
業
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
利
用
集
積
事
業
で
は
、

所
有
者
と
耕
作
者
の
合
意
に
基
づ
き
権

利
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
後
は

そ
れ
が
で
き
な
く
な
り
、
所
有
者
と
耕

作
者
の
間
に
必
ず
農
地
中
間
管
理
機
構

を
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
制
度
に
変
わ

り
ま
す
。（
下
図
参
照
）

　
詳
し
く
は
、
愛
知
県
農
業
振
興
基
金

の
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◦
愛
知
県
に
お
け
る
農
地
中
間
管
理

機
構
に
よ
る
売
買
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て

　

利
用
集
積
事
業
で
は
、
貸
借
だ
け
で

な
く
売
買（
税
控
除
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な

優
遇
措
置
あ
り
）も
可
能
で
し
た
が
、
農

地
中
間
管
理
機

構
に
よ
る
売
買
の

具
体
的
な
取
り

扱
い
は
、
愛
知
県

な
ど
で
検
討
中
と

な
って
お
り
ま
す
。

◦
利
用
集
積
事
業
の
最
終
受
付
は

　
令
和
７
年
１
月
27
日
で
す

　

現
在
の
利
用
集
積
事
業
の
制
度
を
ご

検
討
中
の
方
は
、
令
和
７
年
１
月
27
日

（
月
）（
農
業
委
員
会
２
月
総
会
案
件
）

が
最
終
受
付
と

な
り
ま
す
の
で
、

早
め
の
手
続
き

を
お
願
い
し
ま

す
。

◦
農
地
中
間
管
理
事
業
の
申
請
に
つ
い

て
の
お
問
い
合
わ
せ
先

　
申
請
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は

窓
口
や
Ｈ
Ｐ
な
ど
で
ご
案
内
し
ま
す
。
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